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説明ガイドラインの目的  

死後画像には、患者さんの疾患や病態の死亡時点での状態、治療の効果、死亡  

に近い時点での合併症や偶発症などに関する情報が含まれている可能性があり、  

死因に繋がる病態を解析し死因を推定する上で意義のある検査の一手法と考え  

られる。しかし、これまでの死後画像の集積とその検討結果を踏まえると、死  

後変化や造影剤を用いた検査の困難さなどの要因から、現時点では死後画像の  

みですべての疾患や病態を確実に診断できるわけではない。病変の質によって、  

診断がほぼ確定できるものから鑑別診断を挙げるにとどまるものまであること  

を理解することが重要であり、解剖調査に代わる調査方法ではない。  

ご遺族に死後画像有用性と限界性を説明し、解剖調査に代わるものではない  

こと十分理解してもらうことが必要である。  

説明の方法  

ご遺族に対する死後画像撮影の説明と許諾は、一定の書式をもって行なうこと  

が望ましい。  

ご遺族への説明は、原則として主治医が行なうが、医師団の責任者が代行する  

ことは可能である。また、主治医単独の説明ではなく患者さんの治療に関与し  

た他の医師や看護師などの同席が望ましい。  

死後画像撮影は原則として解剖調査を前提として行なわれるので、解剖の許諾  

を得る際にそれに引き続いて行なう。  

解剖を前提としない場合、あるいは、解剖を望まない場合には死後画像撮影に  

ついて、その有用性とともに限界を十分ご理解いただくことが重要である。  

説明に当たっては「疾患／病変分類表」を示して具体的に説明することが望まれ  

る。  
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説明の項目  

1．死後画像撮影とは  

1－1‥死後画像撮影とは、非侵襲的にご遺体の全身（頭部、体幹、四肢）の  

CT、～Ⅱu、超音波などの画像を撮影することである。現時点では、多くの場合  

CT画像の撮影を指すが、医療機関ごとに事情は異なる。   

1－2：撮影に要する時間については、CTだけなのかMⅢなどの撮影も含まれ  

るのかによって異なる。また、撮影の機種によっても撮像時間に差があるため、  

おのおのの医療機関で異なると考えられる。   

撮影そのものの時間のほか、ご遺体の搬送などの時間についても手順の説明  

とともに説明することが望まれる。  

1－3：その他の事項  

1－3－1‥費用。医療機関ごとによって異なると思われる。医療機関もち（無  

料）から実費負担まであると思われ、また、画像フイルム作成する場合や  

画像情報をメディアに焼き付けてお渡しする場合など、諸般の状況によっ  

て負担額は異なる。  

1－3－2：個人情報の扱いと情報の共有   

個人情報の管理には万全を期すべきであり、この点の説明も必要であろ   

う。また、画像情報はご遺族と共有すべきものであり、内容の説明が必   

要であるが、画像採取直後なのか解剖調査後、あるいは、最終報告時点   

なのかは医療機関ごとに取り決め、ご遺族の了承を得る必要がある。  
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2．死後画像の有用性  

死後画像は、非侵襲的検査であり、臓器の位置関係を理解するのにきわめて有  

用であり、解剖調査を補完する上で意義があると考えられている（表：カテゴ  

リー分類）。  

以下に、診断確度の高い疾患を例示する。  

症例：解離性大動脈癌  

図1－1 80歳代の女性。心喬部痛と呼吸苦で来院し、心配停止に至った急死  

例。遺体のMRI画像である。上行大動脈から大動脈弓部における大動脈の解離  

がきれいに描出されている。  

図1－2 MⅢ画像とほぼ同一面と思われる大動脈弓部の割面。血液が抜けて  

しまっているので解離腔が狭くなっていることを除けば、MM画像と病理所見  

はみごとに一致している。  
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3．死後画像の限界性   

以下のような疾患・病態では、診断に関して「定の限界性があることが指摘  

されている（表：カテゴリー分類）。  

症例：急性肺動脈血栓症  

図2－1急性心筋梗塞に対して冠動脈のステント留置術2 日目に急死。遺体  

のM如画像。肺動脈幹から左右の本幹にかけて内腔が不均一に見えるが、この  

所見がアーチファクトである可能性は否定できず、血栓の存在を確実には指摘  

できない。  

図2－2 肺動脈本幹内の新鮮血  

栓。  

図2－3 右肺上葉の肺動脈断面。  

内腔は新鮮な血栓で充満し、血管腔  

は閉塞している。   
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4．解剖調査の必要性  

主病変についての死語画像診断と剖検診断の一致率はかなり高く、一方、死因  

につながりうる副病変や合併症の指摘率あるいは偶発症や潜在癌などの指摘率  

は一定しない。  

死因につながりうる副病変や合併症のうち死後画像が指摘しにくかった病変は、  

新鮮な肺梗塞、新鮮な心筋梗塞、びまん性誤嚇性（閉塞性）細気管支炎などで  

あった。  

死後画像は、体動がなく心拍や呼吸運動のない状態での撮像であるため、理想  

的な画像が採取できる反面、造影剤が使えない、肺は呼気状態である、ダイナ  

ミックな動きは観察できないなどの欠点をもつ。  

また、死後変化についての知識も十分蓄えられていないので、病的所見と死後  

変化の鑑別がむつかしいことがある。  

したがって、現時点では死後画像で陽性所見が得られた場合であっても、その  

死因への関与や病態を最終的に確定するには解剖調査が必須である。カテゴリ  

ー分類を示しつつ、具体的に説明することが望まれる。  
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表：画像診断の確実性による疾患／病変分類  

分類   説明   疾患の例亨   

A   死後CT画像によりほぼ確実に   大動脈解離、大動脈癌、終末腎、腔水痘、  

診断される疾患群   問質性肺炎（周囲の肺がクリアな場合）、  

腔気症（ただし年後長時間の場合は死後変化との区別が困難）   

B   死後CT画像により診断される 心裏水、心タンボナーデ、肺炎／気管支炎（肺水腫の合併がない場合）、  

可能性はあるが、確実とはいえない  

疾患群   

C   死後CT画像による診断が現時点で  全身性感染症（粟粒結核など）、血栓症、塞栓症、  

はむずかしい疾患群   軽度の肝癌変症／肝線維症、髄膜炎、神経変性疾患、  

急性および陳1日性心筋梗塞、原発不明癌   

＊ただし、これらの疾患が鱒因とはかぎらない。  
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